
「あさひかわ安心つながり手帳」配付のお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 手帳の使い方の説明 

ケアプランを作成している利用者に手帳を配付する際， 

ご本人・ご家族の方に３ページの「手帳の使い方」①②③ 

の説明をお願いいたします。 

 

 

２ 手帳活用のメリット 

ケアマネジャーが，ご本人やご家族に対し，入院する医療 

機関にケアマネジャーの氏名等を伝えるよう求める際，手帳 

を活用することで，分かりやすく説明することができます。 

 

 

 

 

 

３ ケアマネジャーの氏名等の記入とラベルシールの活用 

 

９ページにケアマネジャーの氏名等を記入する際，ラベルシールを 

活用することで，記入の手間を軽減することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 「あさひかわ安心つながり手帳」配付者名簿の提出のお願い 

  手帳の配付者名簿を月ごとに作成し，翌月の１０日までに長寿社会課地域支援係（総合庁舎 

２階１４番窓口）に提出くださいますようお願いいたします。 

   

 

 

 

 

 

※市のホームページからラベルシール 

の様式をダウンロードできます。 

【ラベル用紙の推奨サイズ】 

・縦 33.9mm × 横 70mm  

・縦 33.9mm × 横 66mm 

市のホームページに様式を掲載しています。 

・提出用鑑文（Word） 

・配付者名簿（Word，Excel） 

※市のホームページから提出する 

様式をダウンロードできます。 

 ケアプランを作成している利用者への手帳の配付に御協力を 

お願いいたします。 

【配付対象】 

旭川市にお住まいの介護保険サービスを利用されている方 

【配付について】 

  

 

 

※手帳が不足した場合は，長寿社会課地域支援係（総合庁舎２階  

１４番窓口）にて随時お渡しします。 

【手順１】９ページにケアマネジャーの氏名等を記載します。 

【手順２】３ページの手帳の使い方③を説明します。 

対象者 配付時期

現在，介護保険サービスを利用している方 平成３０年度中を目途に配付

新規に介護保険サービスを利用する方 サービス利用が決まり次第配付

介護支援専門員等の皆様へ 

担当 旭川市福祉保険部長寿社会課地域支援係 電話 ２５－５２７３ 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/160/182/d064608.html 

※市ホームページのサイト内検索 


